
様式第１号（第８条関係） 

令和 2 年 12 月 3 日  

 

会 議 開 催 の お 知 ら せ 

審議会等の名称 市川市史編さん委員会 

開 催 日 時 令和 2年 12月 3日（木）※意見書の提出期限とした 

開 催 場 所 － 

議    題 
公開・非公開 

予定の別 
非公開の場合の理由 

答申（案）について 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

 
公開・非公開 

・会議公開指針第６条第 号該当 

・公文書公開条例第８条第 項第 号該当 

傍聴者の定員  －人         ※会議の当日に変更となる場合があります。 

そ の 他 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参集ではなく、各委員への議題資

料の送付及び意見書の提出をもって審議会の開催といたします。 

 

 

 

 

 

 

所 管 課 文化スポーツ部 文化施設課 文学ミュージアム（直通：320-3334） 

※ 会議の公開については、あくまで予定です。公開予定のものでも、会議の当日、会議の中で非公開

と決定される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

 




